
様式第１号（第５条関係） 

令和 〇年 〇月 〇日 

 

福 井 市 長  様  

 

住  所 福井市○○町○○‐〇〇 

組 織 名 ○○自治会自主防災会 

代表者名 会長 ○○ 〇〇 

 

自主防災組織登録申請書 

 

今般、自主防災組織を結成いたしましたので、福井市自主防災組織の育成に関する要

綱第５条の規定により、次のとおり登録を申請いたします。 

 

組織の名称 ○○自治会自主防災会 

母体となる自治会等 ○○自治会 

規模 〇〇世帯 

結成年月日 令和 〇年 〇月 〇日 

代 

表 

者 

住所 福井市○○町○○‐〇〇 

氏名 ○○ 〇〇 

電話 ○○〇‐○○〇○‐○○〇〇 

添付書類   ① 規約又は会則  ②役員名簿 

③ 自主防災組織の活動に係る地域図 

④ その他 

 



「           」防災会 会則 

 

（名 称） 

第１条 この防災会は、      防災会（以下、「防災会」という。）と称する。 

（事務所） 

第２条 防災会の事務所は、防災会長宅におく。 

（目 的） 

第３条 防災会は、福井市地域防災計画等の規定により、会員の隣保共同の精神に基づ

く自主的な防災活動を行うことにより、地震、火災、水害及びその他の災害（以下、

単に「災害」という。）による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。 

（組 織） 

第４条 防災会は、       自治会の構成員をもって会員とする。 

（事 業） 

第５条 防災会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（1） 災害予防に関すること。 

（2） 災害発生時における情報伝達、初期消火、救出救護及び避難誘導等の応急対策

に関すること。 

（3）防災訓練の実施に関すること。 

（4）防災知識の普及に関すること。 

（5）防災資機材の備蓄に関すること。 

（6）その他、本防災会の目的を達成するために必要な事項。 

（役 員） 

第６条 防災会に次の役員を置く。 

会 長      名 

副会長      名 

班 長      名 

会 計      名 

監査役      名 

２ 役員は、会員の互選による。 

記入例 



３ 役員の任期は、   年とする。但し、再任することが出来る。 

（役員の任務） 

第７条 会長は、本会を代表し会務を総括して災害発生時における応急活動の指揮命令

を行う。 

２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を行う。 

３ 班長は、担当班の任務遂行、連絡調整、会務の処理にあたる。 

４ 監査役は、会の会計を監査する。 

（総 会） 

第８条 本会に総会を置く。 

２ 総会は、 会   員 をもって構成する。 

３ 総会は、毎年 回開催する。但し、特に必要がある場合は、臨時に開催することが

出来る。 

４ 総会は、会長が招集する。 

５ 総会は、次の事項を審議する。 

（1） 会則の改正に関すること。 

（2） 防災計画の作成及び改正に関すること。 

（3） 事業計画に関すること。 

（4） 予算及び決算に関すること。 

（5） その他、特に必要なこと。 

（役員会） 

第９条 総会の審議事項について基本的な調整を図るため、役員会を置く。 

２ 役員会は、第６条に掲げる者のほか、審議に関係のある者をもって構成する。 

３ 役員会は、総会開催前に開催する。但し、特に必要がある場合は、臨時に開催する

ことが出来る。 

４ 役員会は、会長が招集する。 

５ 役員会は、次の事項を審議する。 

（1） 総会に提案すべき議案に関すること。 

（2） 総会より委任された事項に関すること。 

（3） その他、特に必要なこと。 



（防災計画） 

第１０条 本会は、災害による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を定めておく

ものとする。 

２ 防災計画を作成する場合は、次の事項について定める。 

（1） 災害発生時における防災組織の編成、及び任務分担（情報の収集伝達、出火防止、

初期消火、救出救護及び避難誘導等）に関すること。 

（2） 防災訓練の実施に関すること。 

（3） 防災知識の普及に関すること。 

（4） その他、必要な事項。 

（会 計） 

第１１条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

２ 本会の会費は、総会の議決を経て別に定める。 

３ 本会の会計決算は、会計年度とする。 

（会計監査） 

第１２条 会計監査は、毎年 回監査役が行う。但し、必要がある場合は臨時にこれを

行うことが出来る。 

２ 監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。 

附 則 

この会則は、令和  年  月  日から実施する。 



       防災会役員名簿 
 

番号 役 職 名 氏  名 住  所 電話番号 

１ 会    長    

２ 副  会  長    

３ 会    計    

４ 監  査  役    

５ 消 火 班 長    

６ 消 火 班 員    

７ 〃    

８ 〃    

９ 避難誘導班長    

１０ 避難誘導班員    

１１ 〃    

１２ 〃    

１３ 救出救護班長    

１４ 救出救護班員    

１５ 〃    

１６ 〃    

１７ 情 報 班 長    

１８ 情 報 班 員    

１９ 〃    

２０ 〃    

２１ 給食給水班長    

２２ 給食給水班員    

２３ 〃    

 

記入例 
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「        防災会」 防災計画 

令和  年  月  日 制定 

１ 目的 

この計画は、    防災会の防災活動に必要な事項を定め、もって地震等の災害

による人的、物的被害の拡大を防止することを目的とする。 

 

２ 計画事項 

この計画に定める主な事項は、次のとおりとする。 

（１）防災組織の構成及び任務分担に関すること。 

（２）防災知識の普及に関すること。 

（３）防災訓練の実施に関すること。 

（４）本部役員会の活動に関すること。 

（５）情報の収集、伝達に関すること。 

（６）出火防止、初期消火に関すること。 

（７）救出救護に関すること。 

（８）避難誘導に関すること。 

（９）給食給水に関すること。 

（10）防災資器材の備蓄、管理に関すること。 

 

３ 防災組織の編成及び任務分担 

防災組織の編成と各班の主たる任務は次のとおりとする。 

    情報連絡班 

  情報の収集、伝達など 
 

   

本 
 

部 

会 長 

副会長 

各班長 

会 計 

監査役 

  消火班 

  初期消火､出火防止など   

  救助救出班 

  負傷者の救出救護   

  避難誘導班 

  住民の避難誘導など   

    給食給水班 

  給食給水活動など     

 

４ 防災知識の普及 

地域住民の防災意識を高めるため、次のような内容、方法により活動を展開する。 

（１）普及事項 

・防災計画について地震災害、火災等の知識について 

・消火活動の知識 

・地域の環境特性と防災の知識について 

・家庭の地震への備えの知識について 

記入例 
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・応急手当法の知識について 

・高齢者や障がい者への援助の知識について 

（２）普及方法 

・広報誌、パンフレット、ポスター等の配布 

・集会（映画会、講演会、座談会等）の実施 

（３）実施時期 

・防災関係機関とあらかじめ協議の上、年間計画を作成実施する。 

 

５ 防災訓練 

災害発生に備えて、被害軽減のための的確かつ迅速な行動を取れるようにするため、

次のような訓練を実施する。 

（１）訓練の種別 

個別／単独／合同／総合の各訓練 

（２）個別訓練 

情報連絡／初期消火／救出救護／避難誘導／給食給水／その他の各訓練 

（３）単独訓練 

２つ以上の訓練を組み合わせて実施する。 

（４）合同訓練 

他の防災会、又は事業所の自衛消防組織と合同して実施する。 

（５）総合訓練 

市の災害対策本部を中心として実施される総合的な訓練へ参加する。 

（６）実施計画 

訓練の内容、方法及び時期について年度当初に年間計画を作成する。 

（７）その他 

年間計画の作成にあたっては、防災関係機関の協力を得る。 

 

６ 各班の調整 

組織活動の円滑性、効率性、実行性を高めるため、役員会は次の事項を行う。 

（１）組織の活動方針の企画、立案、審議、決定。 

（２）各班相互間及び市役所、警察、消防などの防災関係機関の緊密な連絡調整。 

 

７ 情報の収集、伝達 

地区内の被害状況等を的確かつ迅速に把握し、適切な応急措置を取るため、情報の

収集、伝達を次に行う。 

・情報連絡班の任務とする。 

・地区内の実地調査を行う。 

・テレビ、ラジオ、防災無線などにより正確な情報をつかむ。 

収集した情報を整理し、必要に応じて防災関係機関に正確に伝達する。 

・防災関係機関からの情報を正確に住民に伝達する。 

・それらの方法、手段に習熟する。 
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８ 出火防止及び初期消火 

地震後の火災の発生が被害を大きくする原因であることから、出火防止を地区に徹

底する。同時に、出火に対しては初期の段階における消火活動を展開できるように備

える。 

・消火班の任務とする。 

・消火器材の整備を万全にし、点検を励行する。 

・班員の消火活動訓練を重ね、消火方法、器材の操作等に習熟する。 

・地区担当消防団は、   分団である。 

・情報連絡班との協力のもとに、住民への防火広報を行う。 

 

９ 救出救護 

（１）救出救護活動 

建物の倒壊、落下物等による負傷者の救出を行い、応急の手当を施す。 

（２）医療機関等への連絡 

医師の手当を要するものについては、医療機関等へ搬送する。 

・救出救護班の任務とする。 

・班員は、応急措置の方法や搬送法に習熟する。 

・特に地区内の災害弱者への対応を研究しておく。 

・地区の救急指定病院は、    ・     病院である。 

 

10 避難誘導 

火災の延焼拡大による危険が察知される場合、あるいは防災関係機関から避難の指

示がある場合は、地区住民を速やかに、整然と安全地帯へ誘導する。 

・避難誘導班の任務とする。 

・避難誘導は、まず自治会避難所に集結させ、自力避難の出来ない者に、対する手助

け及び安否の確認を実施した後、市指定避難所に集団避難する。 

・避難指示の発令は、情報連絡班との協力のもとに住民への伝達を行う。その方法は、

とする。 

・《一時避難所》    公園、    公園、    グランド 

・《指定避難所》    小学校、    高校 

・《避 難 路》    通り、ただし    通りが通行不能の場合、    通り

とする。 

・特に高齢者、障がい者、年少者を優先とする。 

 

11 給食・給水 

ライフラインの途絶による地区住民の生活困難を可能な範囲でカバーすること、及

び収容避難所での炊き出し等を支援することを主な活動内容とする。 

・給食給水班の任務とする。 

・災害時のライフラインの途絶に備え、必要な物資を各家庭が最低 3 日間分の備蓄を
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しておくことの重要性を、情報連絡班との協力のもとに広報する。 

・物資の備蓄、あるいは地区内の供給協力者との協力関係を確保する。 

・給食・給水にあたっては、災害弱者を優先する。 

・非常用貯水装置（   小学校内）を利用して給水活動を実施する。 

 

12 防災資器材 

必要な資器材の調達、整備を行い、保守点検を確実にする。 

・必要と思われる資器材の要求を各班から提出させ、役員会で決定しつつ、順次調達

する。 

・保守管理を万全とする。 

・毎年９月１日を全ての防災資器材の総点検日とする。 

 

13 その他 

必要と思われる事項については、随時、役員会の議題にのせ、審議、決定していく。 

・会員あるいは役員、班員の研鑚を推進する。特に技法・技術を要する事項に関して

は専門機関への人材派遣による技能習得を試み、さらに会員相互での研修を行う。 

・防災関係機関との協力関係を密にし、その指導のもとに技術・技法への習得を試み、

また、各種、各級の訓練の参加あるいは開催を行う。 



様式第１号（第４条関係） 

令和○○年○○月○○日 

 

福 井 市 長  様  

 

住  所 福井市○○町○○‐〇 

組 織 名 ○○○〇防災会 

代表者名 会長 福井 太郎 

 

 

令和○○年度自主防災組織設置補助金交付申請書 

 

 

自主防災組織設置補助金の交付を受けたいので、福井市自主防災組織設置補助金交付

要綱第４条の規定により、次のとおり申請いたします。 

 

１ 交付を受けようとする補助金額 

 

金    ○○，○○○円也 

 

２ 添付書類 

組織の設置に要した費用を証する書類 

↑ 

収支決算書、領収書、写真（備品の場合）など 

記入例 



収 支 決 算 書 
 

住 所 福井市○○町○○－〇  

○○防災会       

会 長 福井 太郎       

 

（収入の部） 

項   目 金  額（単位：円） 内   容 

○○自治会助成金 ○○，○○○  

助成補助 ○○，○○○ 福井市自主防災組織設置補助 

   

   

計 ○○，○○○  

 

 

（支出の部） 

項   目 金  額（単位：円） 内   容 

備品購入費 ○○，○○○ 消火器、ハンドマイク 

印刷製本費 ○○，○○○ コピー代 

消耗品費 ○○，○○○ 資料用紙、インク代 

   

計 ○○，○○○  

 

助成補助は上限５万円で

記入してください 

会議費、防災活動に使用する 

器具・備品費等が対象です。 

要した金額を記入してください。 

記入例 



様
様 　＊委任をした場合は受任者名で記入

担当者 電話（内線）

1. 業者 2. 個人・その他

マ ル マ ル ボ ウ ｻ ｲ ｶ ｲ

※ 今後福井市および福井市企業局からあなたへの支払金は、上記の金融機関の口座へ
振込むことになりますので正確に記入して下さい。
なお、すでに債権者登録してある方は、この申出書を提出する必要はありません。
新規登録、変更のときには必ず提出してください。

住 所

商号または名称

代 表 者 氏 名

変更日

―

福井市○○町○○－〇

○○防災会

会長　福井太郎

災 会

住
　
　
　
所

振
込
金
融
機
関

名　称

店　舗

方　書

住　所

金融機関コード

店 番 号

〇 〇 防

福 井 市

債　権　者　登　録　申　出　書

（カタカナ）

電話番号

郵便番号

債主番号

債主種別

令和○○年○○月　○○日

債
　
主
　
者

カ　ナ

代
表
者

　　　　　　　　　　　㊞
(℡.　　　　　　　　　)

口座番号預金種別

口座名義

所
属
課

1　普通　　　２　当座　　９　その他

漢　字

福 井 市 長
福井市企業管理者

確
認
欄

変

更

の

場

合

に

は

変

更

箇

所

に

○

を

つ

け

て

く

だ

さ

い

肩　書

名　前

１.新規登録　 ２.変更 　３.削除

　　年　　　　月　　　　日から

区　分

〇 〇 町 〇 〇 ̶ 〇

〇 〇 防 災 会

マ ル マ ル ボ ウ サ イ カ イ

会 長

○○○○

福 井 太 郎

〇 〇 〇 〇

○○○○ ○○―

〇―〇 〇

〇 〇

〇 〇 〇 〇

〇

○○　銀行　　農協　　信金

〇

〇 〇 〇 　○○　本店　支店　出張所　本所　支所

〇 〇〇

記入例
･法人名､屋号､
商店名､又は個
人氏名を書く

（例）債主者
１．(株)福井組
福井支店

２．田中商店

（例）代表者
１．支店長
福井一郎

２．田中一郎

･電話は市外の
み市外局番も書く
（例）
0770-22-1234

･預金種別に○を
つけてください。
･口座名義はカタ
カナで記入してく

ださい。
法人…会社名等
個人…個人名又
は代表者名等

振込金融機関の
通帳コピーを添付してください
※債主者と以外の口座を指定する場合は、

請求時に別途委任状が必要です

新規の場合は
全部記入してください。

この欄は空白に

組織名は会則等に
記載されている組織名を記入

新規の場合不要

記入例



様式第３号（第６条関係） 

令和○○年○○月○○日 

 

住  所 福井市○○町○○‐〇 

組 織 名 ○○○〇防災会 

代表者名 会長 福井 太郎 

 

令和○○年度自主防災組織設置補助金交付請求書 

 

令和○○年○○月○○日付け福井市指令危第○○○○号により補助金の額の確定が

あった自主防災組織設置補助金の交付を受けたいので、福井市自主防災組織設置補助金

交付要綱第６条の規定により次のとおり請求いたします。 

 

 

金    ○○，○○○円也 

記入例 



   

令和○○年○○月○○日 

委 任 状 

 

住  所 福井市○○町○○‐〇〇 

組 織 名 ○○自治会自主防災会 

代表者名 会長 福井 太郎   印 

 

 

福井市自主防災組織設置補助金については、下記の金融機関の口座に振込みをお願い

いたします。 

  

 

 

 

＜振込み先＞ 

 

金融機関名 ○○銀行 ○○支店              

 

預金の種目       当 座 ・ 普 通  

 

口座番号  〇〇〇〇〇〇〇                

 

口座名義人
ふ り が な

 ○
マル

○
マル

自治会
ジ チ カ イ

                  

 

記入例 


